
(57)【要約】
【課題】  光学セル間に光学フィルムを介装させる際
に、予め光学フィルムのスリット同士を咬み合わせて格
子状構造体を形成する必要がなく、また無駄な隙間を区
分け空間内に確保しておく必要もない介装方法を提供す
る。
【解決手段】  多数集積された角柱状のシンチレータ・
セル22間に樹脂系反射フィルムを介装させるに当たり、
反射フィルム基材10を切断し、長方形状の仕切板14を必
要数形成する工程と、各仕切板14に複数の折り目線16を
レーザ加工によって刻設する工程と、折り目線16に沿っ
て仕切板14を必要方向に折曲げ加工し、２以上の反射面
20を備えた屈曲仕切板18を形成する工程と、各屈曲仕切
板18をセル22間に配置させる工程とを備えた介装方法。



【特許請求の範囲】
【請求項１】多数集積された角柱状の光学セル間に樹脂
系光学フィルムを介装させるに当たり、
光学フィルムの基材を切断し、必要な形状・寸法を備え
た仕切板を必要数形成する工程と、
各仕切板に１又は複数の折り目線を刻設する工程と、
当該折り目線に沿って仕切板を必要方向に折曲げ加工
し、２以上の光学面を備えた屈曲仕切板を形成する工程
と、
各屈曲仕切板を光学セル間に配置させる工程と、
を備えたことを特徴とする光学フィルムの介装方法。
【請求項２】上記仕切板の少なくとも一面にレーザビー
ムを照射することにより、上記折り目線が形成されるこ
とを特徴とする請求項１に記載の樹脂系光学フィルムの
介装方法。
【請求項３】上記仕切板の少なくとも一面にレーザビー
ムを照射することによって溝部を連続線状に形成し、こ
れを以て上記折り目線となすことを特徴とする請求項２
に記載の光学フィルムの介装方法。
【請求項４】上記仕切板の少なくとも一面にレーザビー
ムを照射することによって溝部または貫通孔を点線状に
形成し、これを以て上記折り目線となすことを特徴とす
る請求項２に記載の光学フィルムの介装方法。
【請求項５】角柱状の光学セルを多数集積させた光学セ
ルブロックであって、
各光学セル間には、２以上の光学面を備えた複数の屈曲
仕切板が介装されており、
各屈曲仕切板は樹脂系光学フィルムよりなる仕切板に折
り目線を刻設し、該折り目線に沿って仕切板を必要方向
に折曲げ加工することによって形成されていることを特
徴とする光学セルブロック。
【発明の詳細な説明】
【００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、シンチレーション
放射線検出器において出力波高制御機能もしくは放射線
の３次元位置検出機能を持たせたシンチレータ・セルも
しくはライトガイド・セルの立体的結合に際し、各セル
間に光学フィルムを効率的に介装させるための技術に関
する。
【００２】
【従来の技術】図１２に示すように、シンチレーション
放射線検出器50は、ＧＳＯ（Gd2 SiO5 ）等よりなる角柱
状のシンチレータ・セル22をマトリクス状及び多層状に
多数集積させたセルブロック26を備えている。このセル
ブロック26の下端面は、位置感応型光電子倍増管（PS-P
MT）52が光学結合されている。しかして、何れかのシン
チレータ・セル22に人体の特定部位から放出されたガン
マ線が入射すると、当該シンチレータ・セル22が発光
し、位置感応型光電子倍増管52によって発光したシンチ
レータ・セル22の位置が検出される。必要に応じて、シ

ンチレータ・セル22の代わりに導光路形成用のライトガ
イド・セルがセルブロック26内に部分的に組み込まれる
場合もある。
【００３】各シンチレータ・セル22またはライトガイド
・セル間には、他のセルからの干渉を排除する目的、も
しくは光の伝送経路を制御する目的で、多層重合体樹脂
よりなる反射フィルムが介装されている。あるいは、必
要に応じて反射フィルムの代わりに透光性フィルムが介
装される場合もある。以下に、従来の光学フィルム（反
射フィルムまたは透光性フィルム）の介装手順を説明す
る。まず、図１３に示すように、光学フィルムを細長い
長方形状に切断し、複数の仕切板54を形成する。各仕切
板54の一方の長辺54ａには、セル22のピッチに相当する
間隔をおいて複数のスリット（切り込み）56がレーザ加
工によって形成されている。各スリット56の長さは、仕
切板54の短辺54ｂの半分に設定されている。つぎに、列
側を構成する複数の仕切板54のスリット56と、行側を構
成する複数の仕切板54のスリット56とを直交配置させ、
それぞれのスリット56，56同士を咬み合わせると共に、
周囲を光学フィルムよりなる枠板で囲むことにより、図
１４に示す格子状構造体58が形成される。最後に、上記
格子状構造体58の各区分け空間60内に、シンチレータ・
セル22やライトガイド・セルを順に装填していく。
【００４】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、この従
来の光学フィルム介装方法には、以下の問題点があっ
た。まず、各仕切板54に形成された多数のスリット56同
士を正確に咬み合わせるために手間と時間を要し、自動
化も困難であるため量産性に欠けていた。また、最初に
格子状構造体58を完成させた後に、区分け空間60内にセ
ル22を順次装填させる方式であり、各区分け空間60の寸
法にある程度の余裕がないとセル22の挿入が困難となる
ため、予め無駄な隙間62を確保しておく必要があった。
【００５】本発明は、上記した従来の光学フィルム介装
方法が抱えていた問題点を解決するために案出されたも
のであり、予め光学フィルムのスリット同士を咬み合わ
せて格子状構造体を形成する必要がなく、また無駄な隙
間を区分け空間内に確保しておく必要もない、光学フィ
ルムの介装方法を提供することを目的としている。
【００６】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
め、本発明に係る光学フィルムの介装方法は、多数集積
された角柱状の光学セル間に樹脂系光学フィルム（反射
フィルムや透光性フィルム）を介装させるに当たり、光
学フィルムの基材を切断し、必要な形状・寸法を備えた
仕切板を必要数形成する工程と、各仕切板に１又は複数
の折り目線を刻設する工程と、当該折り目線に沿って仕
切板を必要方向に折曲げ加工し、２以上の光学面（反射
面や透光面）を備えた屈曲仕切板を形成する工程と、各
屈曲仕切板を光学セル間に配置させる工程とを備えたこ
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とを特徴としている。また、本発明に係る光学セルブロ
ックは、角柱状の光学セルを多数集積させた光学セルブ
ロックであって、各光学セル間には、２以上の光学面を
備えた複数の屈曲仕切板が介装されており、各屈曲仕切
板は、樹脂系光学フィルムよりなる仕切板に折り目線を
刻設し、該折り目線に沿って仕切板を必要方向に折曲げ
加工することによって形成されていることを特徴として
いる。
【００７】このように、光学フィルムを加工して必要な
形状を備えた屈曲仕切板を必要数形成しておけば、予め
光学フィルムを組み合わせて格子状構造体を形成してお
かなくても、各セル間に光学フィルムを介装させること
ができる。この際、各屈曲仕切板は２面以上を備えてい
るため、１枚の屈曲仕切板によって一つのセルの２面以
上がカバーされることとなる。しかも、光学フィルムの
介装とセルの配置を同時並行的に実現できるため、屈曲
仕切板の各面とセルの各面との間に無駄な隙間を確保し
ておく必要がなくなる。
【００８】上記折り目線は、好ましくは上記仕切板の少
なくとも一面にレーザビームを照射することによって形
成される。一般に、折り目の無い状態で硬質の多層重合
体反射フィルムを直角折りすることは困難であるが、上
記のように予めレーザビームの照射によって正確な折り
目線を形成しておくことで、微細に裁断された反射フィ
ルムをミクロン単位の精度で折り曲げることが可能とな
る。より具体的には、上記仕切板の少なくとも一面にレ
ーザビームを照射することによって溝部（非貫通孔）を
連続線状に形成し、これを以て上記折り目線となすこと
ができる。あるいは、上記仕切板の少なくとも一面にレ
ーザビームを照射することによって溝部（非貫通孔）ま
たは貫通孔を点線状に形成し、これを以て上記折り目線
となしてもよい。ここで用いられるレーザビームの種類
について特に限定はなく、TEA-CO2 レーザの他、エキシ
マレーザ、YAGの第３高調波等を広く適用可能である。
【００９】
【発明の実施の形態】以下、図面により本発明を詳しく
説明する。図１は、この発明に係る光学フィルムの加工
例を示す平面図である。まず、レーザビームを樹脂系反
射フィルム基材10の表面に照射し、切断線12に沿って仕
切板14を長方形状に切り出す。また、各仕切板14の表面
にレーザビームを照射し、折り目線16を複数形成する。
【００１０】つぎに、図２に示すように、切り出した各
仕切板14を折り目線16に沿って直角に折り曲げることに
より、屈曲仕切板18を形成する。この際、折曲げ方向を
折り目線16毎に交代させることにより、屈曲仕切板18は
三角波の連続体を備えることとなる。なお、図１及び図
２においては、６枚の反射面20、及び３つの三角波を備
えた屈曲仕切板18が例示されているが、反射面や三角波
の数に限定はない。
【００１１】図３は、このような構造の屈曲仕切板18を

用いることにより、角柱状のシンチレータ・セル22を６
×６のマトリクス状に配列させると同時に、各セル22間
に反射フィルムを介装させる様子を示すものである。こ
の場合、以下の構成を備えた屈曲仕切板が予め用意され
る。
(1) 反射面が２枚（三角波の数：１）の２面式屈曲仕切
板18ａ・・・２個
(2) 反射面が４枚（三角波の数：２）の４面式屈曲仕切
板18ｂ・・・２個
(3) 反射面が６枚（三角波の数：３）の６面式屈曲仕切
板18ｃ・・・２個
(4) 反射面が８枚（三角波の数：４）の８面式屈曲仕切
板18ｄ・・・２個
(5) 反射面が10枚（三角波の数：５）の10面式屈曲仕切
板18ｅ・・・２個
(6) 反射面が２枚（三角波の数：２）の２面式屈曲仕切
板18ｆ・・・２個
これらの中、(1) ～(5) の屈曲仕切板18ａ～18ｅの場
合、各反射面20はセル22の一側面分の寸法を備えてい
る。また、(6) の屈曲仕切板18ｆの場合、外枠形成用で
あるため反射面20はセル22の六面分の寸法を備えてい
る。
【００１２】まず、図示の通り一対の外枠形成用屈曲仕
切板18ｆ，18ｆの内角側を対向配置させると共に、両者
間に６×６個のセル22と(1) ～(5) の屈曲仕切板18ａ～
18ａを配置させる。この際、必要に応じて適当な粘着材
や接着剤がセル22と屈曲仕切板18ａ～18ｆとの間に充填
される。つぎに、外枠形成用屈曲仕切板18ｆ，18ｆを内
側に向けて接近させることにより、間に配置された各セ
ル22と他の屈曲仕切板18ａ～18ｅとが密着固定される。
この結果、図４に示すように、セル22と屈曲仕切板18と
の間に無駄な隙間がほとんどないセルブロック24が１層
分形成される。このセルブロック24を縦に積層させるこ
とにより、図１２に示した多層型のセルブロック26を得
ることができる。
【００１３】上記のように、各仕切板14には折り目線16
が予め形成されているため、折曲げ加工の容易化が実現
できる。また、屈曲仕切板18の介装とセル22の配置が同
時並行的に実現できるため、屈曲仕切板18の反射面20と
セル22との間に無駄な隙間を確保する必要が全くなく、
セルブロック24のスペースファクタが向上する。なお、
図３においては、多種の屈曲仕切板18ａ～18ｆを用意す
ると共に、これらの配列を工夫することによって屈曲仕
切板同士の重複箇所が一切生じないよう効率的に介装す
る例が示されているが、限られた種類の屈曲仕切板を用
いることによって部分的に重複箇所が生じても実際上は
問題ない。
【００１４】次に、図５に従い、折り目線16の形成方法
について説明する。この場合、裏面に保護フィルム28が
被着された反射フィルム基材10の表面に対して、レーザ
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ビームＬを所定のパターンで連続線状に照射することに
より、反射フィルムに折り目線16としての溝部30を形成
する。この溝部30は、反射フィルム基材10の厚さ方向の
途中で止められている。これに対し、切断線12を構成す
る貫通孔32は、反射フィルム基材10を貫通して保護フィ
ルム28まで到達している。具体的には、レーザビームＬ
のショット数を加減したり、出力を調整することによ
り、切断線12と折り目線16との区別が図られる。
【００１５】次に、図６に従い、折り目線16の他の形成
方法について説明する。この場合、裏面に保護フィルム
28が被着された反射フィルム基材10の表面に対して、レ
ーザビームを所定のパターンで断続的に照射し、反射フ
ィルム基材10に溝部34を点線状（ミシン目状）に刻設す
ることで折り目線16が形成される。この溝部34も、反射
フィルムの厚さ方向の途中で止められている。これに対
し、図７に示すように、貫通孔36を点線状に形成するこ
とによって折り目線16となすこともできる。
【００１６】次に、図８に従い、折り目線16の他の形成
方法について説明する。この場合、裏面の保護フィルム
28を剥がした上で、反射フィルム基材10の両面における
対応位置に対してレーザビームＬを所定のパターンで照
射することにより、反射フィルム基材10に折り目線16と
しての溝部38が点線状あるいは連続線状に形成される。
この際、表面側に形成された溝部38と裏面側に形成され
た溝部38とが開通することはなく、両者間には隔壁部40
が残されている。あるいは、図９に示すように、反射フ
ィルム基材10の表面と裏面とでレーザビームＬの照射位
置をずらすことも可能である。この場合、表面側に形成
された溝部42と裏面側に形成された溝部42は、それぞれ
折り曲げ方向を異にする別個の折り目線16を構成するこ
ととなる。すなわち、表面側に形成された折り目線16
は、仕切板14をＡ方向に折り曲げる際に用いられ、裏面
側に形成された折り目線16は、仕切板14をＢ方向に折り
曲げる際に用いられる。
【００１７】上記にあっては、反射フィルム基材10から
仕切板14を単純な長方形状に切り出し、これを折り目線
16に沿って山折り・谷折りすることで三角波を備えた屈
曲仕切板18を形成する例を説明したが、この発明に係る
加工方法を応用することで、より複雑な形状に対応する
こともできる。例えば、図１０に示すように、シンチレ
ータ・セル22の周囲５面を反射フィルムで覆う場合、従
来であればセルの各面に対応した形状・寸法に反射フィ
ルム基材10を裁断しておき、各切片をセル22の各面に個
別に貼り付ける必要があり、極めて煩雑な作業を要して
いた。
【００１８】これに対し、図１１に示すように、セル22
の側面を覆う長方形部44と、頂面を覆う正方形部46を備
えた仕切板14を用意することで、セル22に対して反射フ
ィルムを簡単に装着することが可能となる。すなわち、
長方形部44はセル22の４つの側面に対応した形状と寸法

を備えており、かつ各面に対応する位置に折り目線16が
形成されている。また、正方形部46はセル22の頂面に対
応した形状と寸法を備えており、長方形部44と正方形部
46との間にも折り目線16が形成されている。
【００１９】したがって、長方形部44を各折り目線16に
沿って直角に折り曲げると共に、正方形部46を折り目線
16に沿って直角に折り曲げることによって箱型の屈曲仕
切板18を構成し、この屈曲仕切板18をセル22に被せるこ
とにより、底面を除いたセル22の表面は反射フィルムに
よって囲繞されることとなり、隣接するセル間に反射フ
ィルムを介装させることが可能となる。
【００２０】通常、樹脂系の反射フィルムは折り曲げに
くく、特に寸法が小さい場合には複雑な形状に正確に折
り曲げることは不可能であるが、上記のように予めレー
ザ加工によって折り目線16を形成しておくことにより、
容易に折り曲げることが可能となる。さらに、折り目線
の位置精度をレーザ加工と同じ精度に合わせることが可
能となり、光学フィルムの介装についても同様の組み立
て精度が確保できる。
【００２１】上記にあっては、折り目線16をレーザビー
ムを反射フィルム基材10の表面に照射することによって
形成する例を説明したが、この発明はこれに限定される
ものではない。すなわち、プレス加工や切削加工等、他
の加工技術を用いて上記と同様の溝部を形成し、これを
もって折り目線とすることもできる。また、上記におい
ては反射フィルムを加工する例を説明したが、透光性の
樹脂フィルム、その他の樹脂フィルムの加工に応用する
ことも当然可能である。
【００２２】
【発明の効果】本発明に係る光学フィルムの介装方法に
よれば、光学フィルムを加工して必要な形状を備えた屈
曲仕切板を必要数形成しておき、各屈曲仕切板をセル間
に介装させる方式であるため、予め光学フィルムを組み
合わせて格子状構造体を形成しておかなくても、各セル
間に光学フィルムを簡単に介装させることができ、自動
化も容易となる。しかも、光学フィルムの介装とセルの
配置を同時並行的に実現できるため、屈曲仕切板の各面
とセルの各面との間に無駄な隙間を確保しておく必要が
なくなる。シンチレータブロックもしくはライトガイド
および受光素子の寸法精度は、10μｍ以下となっている
が、折り目線をレーザ加工によって形成すれば光学フィ
ルムの介装についても同様の組み立て精度を確保するこ
とが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る反射フィルム基材の加工例を示す
平面図である。
【図２】屈曲仕切板を示す斜視図である。
【図３】シンチレータ・セル間に屈曲仕切板を介装させ
る様子を示す模式図である。
【図４】シンチレータ・セル間に屈曲仕切板を介装させ
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てセルブロックを形成した状態を示す平面図である。
【図５】折り目線の形成方法の一例を示す斜視図であ
る。
【図６】折り目線の他の形成方法を示す斜視図である。
【図７】折り目線の他の形成方法を示す斜視図である。
【図８】折り目線の他の形成方法を示す断面図である。
【図９】折り目線の他の形成方法を示す断面図である。
【図１０】シンチレータ・セルの周囲５面を反射フィル
ムで覆う状態を示す斜視図である。
【図１１】セルの側面を覆う長方形部及び頂面を覆う正
方形部を備えた仕切板を示す平面図である。
【図１２】シンチレーション放射線検出器の外観を示す
斜視図である。
【図１３】従来の光学フィルムの介装手順を示す斜視図
である。
【図１４】従来の光学フィルムの介装手順を示す平面図
である。
【符号の説明】

10  反射フィルム基材
12  切断線
14  仕切板
16  折り目線
18  屈曲仕切板
20  反射面
22  シンチレータ・セル
24  セルブロック
26  多層型のセルブロック
30  溝部
32  貫通孔
34  溝部
36  貫通孔
38  溝部
40  隔壁部
42  溝部
44  長方形部
46  正方形部

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図１１】
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【図５】 【図６】

【図７】
【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】
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